
四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

令和７年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第３８号 

   四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を

改正する規則 

 四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則（平成２８年

四日市市規則第３４号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（建築物エネルギー消費性能確保計画

に添付する図書） 

（市長が定める図書） 

第２条の２ 省令第３条第１項に規定す

る付近見取図は、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第１１条に規定する

都市施設が記載されている縮尺２５０

０分の１程度の図面とする。 

第２条の２ 省令第１条第１項の市長が

必要と認める図書は、別表第１の左欄の

区分に応じ、それぞれ右欄に定めるもの

とする。 

 ２ 省令第１条第１項に規定する付近見

取図は、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第１１条に規定する都市施設

が記載されている縮尺２５００分の１

程度の図面とする。 

 ３ 省令第１条第３項に規定する市長が

不要と認める図書は、別表第１の２の左

欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定める

ものとする。 

 

（軽微変更該当証明の交付申請） （軽微変更該当証明の交付申請） 

第２条の３ 省令第１３条の規定により

軽微な変更に該当していることを証す

第２条の３ 省令第１１条の規定により

軽微な変更に該当していることを証す



る書面の交付を求める者は、軽微変更該

当証明申請書（第１号様式）の正本及び

副本各１通に、それぞれ省令第３条第１

項に規定する図書（変更に係る部分に限

る。）を添えて市長に提出しなければな

らない。 

る書面の交付を求める者は、軽微変更該

当証明申請書（第１号様式）の正本及び

副本各１通に、それぞれ省令第１条第１

項に規定する図書（変更に係る部分に限

る。）を添えて市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による軽微変更該

当証明の申請を受けた場合において、省

令第５条に規定する軽微な変更に該当

していると認める場合は、軽微変更該当

証明書（第１号様式の２）を交付するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定による軽微変更該

当証明の申請を受けた場合において、省

令第３条に規定する軽微な変更に該当

していると認める場合は、軽微変更該当

証明書（第１号様式の２）を交付するも

のとする。 

 

（取下げ） （取下げ） 

第２条の４ 法第１１条第１項若しくは

第２項の規定による建築物エネルギー

消費性能確保計画の提出又は省令第１

３条の規定により軽微な変更に該当し

ていることを証する書面の交付を求め

る申請を行った者が、当該提出又は申請

に係る処分があるまでの間に当該提出

又は申請を取り下げようとするときは、

取下げ届（第１号様式の３）により、正

本及び副本各１通を市長に提出しなけ

ればならない。 

第２条の４ 法第１２条第１項若しくは

第２項の規定による建築物エネルギー

消費性能確保計画の提出又は省令第１

１条の規定により軽微な変更に該当し

ていることを証する書面の交付を求め

る申請を行った者が、当該提出又は申請

に係る処分があるまでの間に当該提出

又は申請を取り下げようとするときは、

取下げ届（第１号様式の３）により、正

本及び副本各１通を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、法第１２条第２項又は

第３項の規定による建築物エネルギー

消費性能確保計画の通知について準用

する。 

２ 前項の規定は、法第１３条第２項又は

第３項の規定による建築物エネルギー

消費性能確保計画の通知について準用

する。 

 

（記載事項等の変更） （記載事項等の変更） 

第２条の５ 建築主は、省令第６条第１項 第２条の５ 建築主は、省令第４条第１項



第１号の規定による適合判定通知書又

は第２条の３第２項の規定による軽微

変更該当証明書の交付を受けた建築物

の工事が完了する前に、建築主の住所又

は氏名若しくは名称等を変更したとき

は、記載事項等変更届（第１号様式の４）

により市長に届け出なければならない。 

第１号の規定による適合判定通知書又

は第２条の３第２項の規定による軽微

変更該当証明書の交付を受けた建築物

の工事が完了する前に、建築主の住所又

は氏名若しくは名称等を変更したとき

は、記載事項等変更届（第１号様式の４）

により市長に届け出なければならない。 

 

第２条の６ 前３条の規定は、市長が法第

１４条第１項の規定により建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定を行わせる

こととした登録建築物エネルギー消費

性能判定機関に係る判定の業務には適

用しない。 

第２条の６ 前３条の規定は、市長が法第

１５条第１項の規定により建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定を行わせる

こととした登録建築物エネルギー消費

性能判定機関に係る判定の業務には適

用しない。 

 

 （届出書に添付する図書） 

 第２条の７ 省令第１２条第１項又は第

１３条の２第３項に規定する付近見取

図は、都市計画法第１１条に規定する都

市施設が記載されている縮尺２５００

分の１程度の図面とする。 

 

（市長が別に定める機関による審査） （市長が別に定める機関による審査） 

第３条 法第２９条第１項の規定による

認定の申請又は法第３１条第１項の規

定による変更の認定の申請をしようと

する者は、あらかじめ、市長が別に定め

る機関により、申請に係る建築物エネル

ギー消費性能向上計画が法第３０条第

１項各号に掲げる基準に適合している

かどうかの審査を受けることができる。 

 

第３条 法第３４条第１項の規定による

認定の申請又は法第３６条第１項の規

定による変更の認定の申請をしようと

する者は、あらかじめ、市長が別に定め

る機関により、申請に係る建築物エネル

ギー消費性能向上計画が法第３５条第

１項各号に掲げる基準に適合している

かどうかの審査を受けることができる。 



（市長が定める図書） （市長が定める図書） 

第４条 省令第２０条第１項又は省令第

２３条第２項第１号の市長が必要と認

める図書は、別表第１の左欄の区分に応

じ、それぞれ右欄に定めるものとする。 

第４条 省令第２３条第１項又は第２４

条の３第２項第１号の市長が必要と認

める図書は、別表第１の３の左欄の区分

に応じ、それぞれ右欄に定めるものとす

る。 

２ 省令第２０条第１項に規定する付近

見取図は、都市計画法第１１条に規定す

る都市施設が記載されている縮尺２５

００分の１程度の図面とする。 

２ 省令第２３条第１項に規定する付近

見取図は、都市計画法第１１条に規定す

る都市施設が記載されている縮尺２５

００分の１程度の図面とする。 

３ 省令第２０条第３項に規定する市長

が不要と認める図書は、別表第２の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるも

のとする。 

３ 省令第２３条第３項に規定する市長

が不要と認める図書は、別表第２の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるも

のとする。 

 

（工事を取りやめる旨の申出） （工事を取りやめる旨の申出） 

第６条 認定建築主は、認定建築物エネル

ギー消費性能向上計画に基づく工事を

取りやめようとするときは、認定建築物

エネルギー消費性能向上計画に基づく

工事を取りやめる旨の申出書（第３号様

式）に省令第２４条第２項の通知書（法

第３１条第１項の認定を受けた場合に

あっては、当該通知書及び省令第２７条

において準用する省令第２４条第２項

の通知書）を添えて、正本及び副本各１

通を市長に提出しなければならない。 

第６条 認定建築主は、認定建築物エネル

ギー消費性能向上計画に基づく工事を

取りやめようとするときは、認定建築物

エネルギー消費性能向上計画に基づく

工事を取りやめる旨の申出書（第３号様

式）に省令第２５条第２項の通知書（法

第３６条第１項の認定を受けた場合に

あっては、当該通知書及び省令第２８条

において準用する省令第２５条第２項

の通知書）を添えて、正本及び副本各１

通を市長に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ） （申請の取下げ） 

第７条 法第２９条第１項又は法第３１

条第１項の規定による認定の申請を行

った者が、当該申請に係る処分があるま

第７条 法第３４条第１項又は法第３６

条第１項の規定による認定の申請を行

った者が、当該申請に係る処分があるま



での間に当該申請を取り下げようとす

るときは、認定申請取下げ届（第４号様

式）により、正本及び副本各１通を市長

に提出しなければならない。 

での間に当該申請を取り下げようとす

るときは、認定申請取下げ届（第４号様

式）により、正本及び副本各１通を市長

に提出しなければならない。 

 

（軽微な変更） （軽微な変更） 

第８条 認定建築主は、省令第２５条に規

定する軽微な変更をしようとするとき

は、軽微な変更届（第５号様式）により、

正本及び副本各１通を市長に提出しな

ければならない。 

第８条 認定建築主は、省令第２６条に規

定する軽微な変更をしようとするとき

は、軽微な変更届（第５号様式）により、

正本及び副本各１通を市長に提出しな

ければならない。 

 

（認定しない旨の通知） （認定しない旨の通知） 

第９条 市長は、法第２９条第１項又は法

第３１条第１項の規定による認定の申

請に係る計画が法第３０条第１項各号

に掲げる基準に適合しないと認めると

きは、認定しない旨の通知書（第６号様

式）により申請者に通知するものとす

る。 

第９条 市長は、法第３４条第１項又は法

第３６条第１項の規定による認定の申

請に係る計画が法第３５条第１項各号

に掲げる基準に適合しないと認めると

きは、認定しない旨の通知書（第６号様

式）により申請者に通知するものとす

る。 

 

（改善命令） （改善命令） 

第１０条 市長は、法第３３条の規定に

より改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずるときは、建築物エネルギー消費

性能向上計画に関する改善命令書（第７

号様式）により行うものとする。 

第１０条 市長は、法第３８条の規定に

より改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずるときは、建築物エネルギー消費

性能向上計画に関する改善命令書（第７

号様式）により行うものとする。 

 

（認定の取消し） （認定の取消し） 

第１１条 市長は、法第３４条の規定によ

り認定建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定を取り消すときは、認定取消

第１１条 市長は、法第３９条の規定によ

り認定建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定を取り消すときは、認定取消



通知書（第８号様式）により認定建築主

に通知するものとする。 

通知書（第８号様式）により認定建築主

に通知するものとする。 

 

 （市長が別に定める機関による審査） 

 第１２条 法第４１条第１項の規定によ

る認定の申請をしようとする者は、あら

かじめ、市長が別に定める機関により、

申請に係る建築物が法第２条第１項第

３号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準に適合しているかどうかの審

査を受けることができる。 

 

 （市長が定める図書） 

 第１３条 省令第３０条第１項の市長が

必要と認める図書は、別表第３の左欄の

区分に応じ、それぞれ右欄に定めるもの

とする。 

 ２ 省令第３０条第１項に規定する付近

見取図は、都市計画法第１１条に規定す

る都市施設が記載されている縮尺２５

００分の１程度の図面とする。 

 ３ 省令第３０条第３項に規定する市長

が不要と認める図書は、別表第２の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるも

のとする。 

 

 （申請の取下げ） 

 第１４条 法第３６条第１項の規定によ

る認定の申請を行った者が、当該申請に

係る処分があるまでの間に当該申請を

取り下げようとするときは、認定申請取

下げ届（第４号様式）により、正本及び



副本各１通を市長に提出しなければな

らない。 

 

 （認定しない旨の通知） 

 第１５条 市長は、法第４１条第１項の規

定による認定の申請に係る建築物が建

築物エネルギー消費性能基準に適合し

ないと認めるときは、認定しない旨の通

知書（第６号様式）により申請者に通知

するものとする。 

 

 （認定の取消し） 

 第１６条 市長は、法第４２条の規定によ

り基準適合認定建築物の認定を取り消

すときは、認定取消通知書（第８号様式）

により基準適合認定建築物の所有者に

通知するものとする。 

 

改正後 

 

 

改正前 

別表第１（第２条の２関係） 

区分 図書の種類 

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物に

住戸が含まれる場合であって、当該建築物が一般社団

法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネ

ルギー性能表示制度（以下「BELS」という。）に基づ

く評価書の交付を受けた場合（建築物全体が建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合した評価を受けたもの

に限る。） 

BELSに基づく評価書の写

し 



  
 

 

改正後 

 

 

改正前 

別表第１の２（第２条の２関係） 

区分 図書の種類 

別表第１の図書の種類に掲げるBELSに基づく評価書

の写しを添付する場合 

省令第１条第１項の表の

（い）項に掲げる各種計算

書（BELSに基づく評価書で

評価を受けた住宅部分に

限る。） 

  
 

 

改正後 

別表第１（第４条関係） 

区分 図書の種類 

第３条の規定により審査を受け、市長が別に定める機

関により建築物エネルギー消費性能向上計画が法第

３０条第１項各号に掲げる基準に適合すると認めら

れた場合 

（略） 

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る住宅が、住

宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律

第８１号。以下「住宅品質確保法」という。）第６条

第１項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受け

た場合（法第３０条第１項第１号に基づく基準に適合

した等級の評価を受けたものに限る。） 

（略） 

一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築

物省エネルギー性能表示制度（以下「BELS」という。）

に基づく評価書の交付を受けた場合（法第３０条第１

（略） 



項第１号に基づく基準に適合した評価を受けたもの

に限る。） 

（略） 

法第３０条第２項（法第３１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申出をする場合であっ

て、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築基準法第６条の３第１項に規定する特定構

造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する

かどうかの確認審査を要する場合（同項各号に掲げる

確認審査を同項ただし書の建築主事等が審査をする

場合を除く。） 

（略） 

建築をしようとする建築物が、建築基準法第６条第１

項に規定する確認を受ける必要がある場合（ただし、

法第３５条第１項の規定による申請をする場合を除

く。） 

（略） 

  
 

 

改正前 

別表第１の３（第４条関係） 

区分 図書の種類 

第３条の規定により審査を受け、市長が別に定める機

関により建築物エネルギー消費性能向上計画が法第

３５条第１項各号に掲げる基準に適合すると認めら

れた場合 

（略） 

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る住宅が、住

宅品質確保法第６条第１項に規定する設計住宅性能

評価書の交付を受けた場合（法第３５条第１項第１号

に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに

限る。） 

（略） 

BELSに基づく評価書の交付を受けた場合（法第３５条

第１項第１号に基づく基準に適合した評価を受けた

（略） 



ものに限る。） 

（略） 

法第３５条第２項（法第３６条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申出をする場合であっ

て、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築基準法第６条の３第１項本文の特定構造計

算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかど

うかの審査を要する場合（同項ただし書の特定構造計

算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかど

うかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合を

除く。） 

（略） 

建築をしようとする建築物が、建築基準法第６条第１

項に規定する確認を受ける必要がある場合（ただし、

法第４０条第１項の規定による申請をする場合を除

く。） 

（略） 

  
 

 

改正後 

別表第２（第４条関係） 

 （略） 

  

 

改正前 

別表第２（第４条、第１３条関係） 

 （略） 

  

 

改正後 

 

 

改正前 



別表第３（第１３条関係） 

区分 図書の種類 

第１２条の規定により審査を受け、市長が別に定め

る機関により申請に係る建築物が建築物エネルギー

消費性能基準に適合すると認められた場合 

当該機関により交付された

適合証の写し 

申請に係る建築物が、法第３５条第１項に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定（以下「性

能向上計画認定」という。）を受けた場合 

性能向上計画認定に係る省

令第２５条第２項の通知書

の写し及び建築基準法第７

条第５項、第７条の２第５

項又は第１８条第２２項若

しくは第２６項に規定する

検査済証（以下単に「検査

済証」という。）の写し 

申請に係る建築物が、都市の低炭素化の促進に関す

る法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第１項

に基づく認定を受けた場合 

都市の低炭素化の促進に関

する法律施行規則（平成２

４年国土交通省令第８６

号）第４３条第２項の通知

書の写し及び検査済証の写

し 

申請に係る建築物が、住宅品質確保法第６条第１項

に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合

（建築物エネルギー消費性能基準に適合した等級の

評価を受けたものに限る。） 

設計住宅性能評価書の写し 

BELSに基づく評価書の交付を受けた場合（建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合した評価を受けたもの

に限る。） 

BELSに基づく評価書の写し 

申請に係る住宅が、住宅品質確保法第４４条第３項

に規定する登録住宅型式性能認定等機関による住宅

型式性能認定を受けた型式に適合する場合 

当該登録住宅型式性能認定

等機関が交付する住宅型式

性能認定書の写し 

  
 

第 1 号様式から第 1 号様式の３までを次のように改める。 



第１号様式（第２条の３関係） 

（第一面） 

軽微変更該当証明申請書 

 

 

年  月  日 

 

四日市市長  

 

申請者の住所又は 

主たる事務所の所在地 

 

申請者の氏名又は名称          

代表者の氏名 

設計者氏名                         

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第 13 条の規定により、建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が同規則第 5条（同規則第 9条第 2項において読み替え

て準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請します。

この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】 

 

【適合判定通知番号】      第       号 

 

【適合判定通知書交付年月日】    年  月  日 

 

【適合判定通知書交付者】 

 

 

（本欄に記入はしないでください。） 

受付欄 軽微変更該当証明書番号欄 

 年  月  日 

第         号 

 

 

備考 

 第二面から第五面までとして建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

別記様式第一の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 
 



第１号様式の２（第２条の３関係） 

 

軽微変更該当証明書 

 

第         号 

年  月  日 

 

          様 

 

四日市市長              

 

 

 

 下記による申請書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更は、建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第 5条（同規則第 9条第 2項において読み替え

て準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当していることを証明します。 

 

 

記 

 

 

1 申請年月日         年  月  日 

 

 

2 建築場所 

 

 

3 建築物又はその部分の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）この証は大切に保管してください。 

 



第１号様式の３（第２条の４関係） 

 

取下げ届 

 

年  月  日   

 

 四日市市長 

 

 

住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）   

           届出者 

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）   

 

 

 

 

 下記により提出（申請）した計画書（申請書）を取り下げるので届け出ます。 

 

 

記 

 

1 提出（申請）した規定 

 

□ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 11条第 1項又は第 2項 

 

 

□ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 12条第 2項又は第 3項 

 

 

□ 四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第 2条の 3第 1項 

 

 

2 提出（申請）年月日 

     年  月  日 

 

3 提出（申請）に係る建築物の位置 

 

 

4 取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式から第８号様式までを次のように改める。 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書 

 

年  月  日   

 

四日市市長 
 
                      住所 

                  申出者 

                      氏名               

 

 

 

 

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめるので申し出ます。 

 

１  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定番号 

 

     第      号 

 

２  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定年月日 

 

      年  月  日 

 

３  認定に係る建築物の位置 

 

     四日市市 

 

４ 確認の特例の有無（法第３０条第２項に基づく申出） 

 

      有   無  

 

    （確認年月日・番号        年  月  日  第        号） 

 

５ 工事を取りやめる理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

認定申請取下げ届 

 

年  月  日   

 

 四日市市長 

                      住所 

                  届出者  

                      氏名               

 

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律         の規定による認定 

 

の申請を取り下げますので届け出ます。 

 

 

１ 申請年月日 

 

      年  月  日 

 

２ 確認の特例の有無（法第３０条第２項に基づく申出） 

 

      有   無  

 

３ 申請に係る建築物の位置 

 

    四日市市 

 

４ 取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９条第１項 

第３１条第１項 



第５号様式（第８条関係）                              

軽 微 な 変 更 届 

年  月  日  

 

 四日市市長 

                      住所       
                  届出者  
                      氏名             

 
 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２５条に規定する軽微な

変更をしたので届け出ます。 

変 

更 

の 

内 

容 

工事の着手予定時
期又は完了予定時
期の変更 
（６月以内の変更） 

新  

旧  

建築物の名義変更 
新  

旧  

その他の変更 
新  

旧  

認 定 年 月 日 番 号 
 年  月  日 

 
第     号 

設
計
者 

住所 
 
氏名 
    電話 

主 要 用 途  工事種別  

建 築 場 所  

変更理由 

受 付 欄 備              考 

  

 



第６号様式（第９条関係） 

 

認定しない旨の通知書 

 

第     号 

年  月  日   

 

            様 
 
 

                         四日市市長          

 

 下記の申請については、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 

 

 

法律第   条第   項の規定による認定をしないこととしたので、通知します。 

   

             

記 

 

１  申請年月日 

     年  月  日 

２ 申請者の住所 

      

 

３  申請に係る建築物の位置 

四日市市 

４  認定しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示) 

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、四日市市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査

請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内）に、四日市市（訴訟において四日市市を代表する者は四日市市長と

なります。）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。 



第７号様式（第１０条関係） 

 

建築物エネルギー消費性能向上計画に関する改善命令書 

 

第     号 

年  月  日   

 

          様 
 
 

                         四日市市長         印 

 

 

 下記の認定建築物エネルギー消費性能向上計画について、建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第３３条の規定により、改善に必要な措置を命じます。 

   

記 

 

 

１  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定番号 

    第        号 

２  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定年月日 

       年  月  日 

３  認定計画実施者の氏名 

 

 

４  申請に係る建築物の位置 

     四日市市 

５  命ずる措置 

 

 

６  改善の期限 

 

 

 

 

 

 

 

(教示) 

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、四日市市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査

請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内）に、四日市市（訴訟において四日市市を代表する者は四日市市長と

なります。）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。 



第８号様式（第１１条関係） 

 

認定取消通知書 

 

第     号 

年  月  日   

 

            様 
 
 

                        四日市市長           印   

 

 

 下記の理由により、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第  条第  項

の規定により認定した、下記の認定建築物エネルギー消費性能向上計画又基準適合認定建築

物について、同法第３４条の規定に基づきその認定を取り消しましたので、これを通知しま

す。これにより、認定通知書はその効力を失います。 

 

記 

 

１ 認定番号 

 

    第        号 

 

２ 認定年月日 

 

       年  月  日 

 

３ 認定建築主又は基準適合認定建築物の所有者の氏名 

 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

    四日市市 

５ 認定を取り消した理由 

 

 

 

 

 

 

(教示) 

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、四日市市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査

請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内）に、四日市市（訴訟において四日市市を代表する者は四日市市長と

なります。）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の四日市市建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律施行細則（次項において「旧規則」という。）の規定

に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の四日市市建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則に基づいて提出された申請書等

とみなす。 

３ この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。  

（都市整備部建築指導課） 

 


